
  

 

 

１ 平時より各自治体のハザードマップなどで浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の危険な場所を確認しておく。 

２ 台風等の進路・進度からある程度の可能性を絞り込み、前日までに対応の概要を家庭に周知しておく。 

３ 休業等の決定の流れについては、「大雪対策ガイドライン」を参考にする。市教委と相談の上、校長が決定する。 

４ 在校時、水害が発生した場合は、安全が確認されるまでは、児童生徒を待機させることを基本とする。 

【生徒在校時】  
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○近隣校との情報交換  〇市教委との連携  ○PTA会長へ相談 
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熊谷市立奈良中学校 

   水害対策ガイドライン 
  令和２年３月作成   

 

備考 

※ 地域の自治会や学校応援団等と連携を図り、学校すぐメールだけでなくその他の連絡方法も確認する。 

※ 臨時休業とする場合は、早急に市教委や PTA、自治会長等に連絡する。また、給食をとめる手続きをする。 

連絡先：熊谷市宮町二丁目４７番地１    FAX  048-525-9330 

TEL  048-524-1111教育総務課(内 517) 学校教育課(内 384・548) 

【気象情報】 
・氾濫警戒情報、洪水警報 
・氾濫危険情報、土砂災害 
警戒情報 

・氾濫発生情報 
大雨特別警報   

 

引き渡し完了 

対応について保護者へ連絡する（学校メール、ＨＰ等） 

【避難情報】 
・避難準備・高齢者等避難開始 
・避難勧告 
・避難指示（緊急） 
・災害発生情報 
・警戒レベル３～５ 

【その他】 
・交通機関の運休状況等 
・学校周辺、通学路の安全 
確認 

・目視による状況確認 

【学 校 待 機（児童生徒を留め置く）】 
・各学校の避難計画に従って、早めの垂直避難 
・飲料水や非常食を準備する。 
※停電への備えをする。（断水する前に、水を貯め 
る。懐中電灯、ランタン、発電機等の準備をする。 

【保護者引き渡しの実施】 
①いつ ②だれに ③どこへ 
※チェックリスト 
※引き渡しカード 

【その他の対応】 
・パソコンなどの電子機器・重要書類等の物品を可 
能な範囲で上層階へ移動する。 

・避難所の開設準備、災害対策本部の設置 
 
 

  各種警報等の情報収集・学校（園）周辺の安全確認をし、管理職等で対応を協議する       

 

市教委、PTA
会長、スクー
ルガード等へ
連絡 

【「引き渡し」か「留め置きか」判断のポイント】保護者と子供が、安全に帰宅できるか？ 
・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・指示、災害発生情報が、発令されている。 
・警戒レベル３～５が発表されている。 
・周囲が冠水したり、河川の増水により通学路が危険な状況である。 
・大雨特別警報や記録的短時間大雨情報が、発表されている。 
・大雨警報、洪水警報等が発令されていて、さらに気象情報の悪化が見込まれる。 
・電車が止まるなど、交通機関が麻痺している。 

「保護者引き渡し」をするか？ 

  

市教委へ報告 
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